
新旧対照表 
○工事成績評定要領 

新 旧 

第１～第７ 省略 

 

（評定結果の通知） 

第８ 出納局長は、評定者から評定表等の提出があったときは、速やかに、

当該工事の受注者に対して、   工事成績評定通知実施要領 により通

知するものとする。 

 

第９～第 10 省略 

 

（再説明請求等） 

第 11 省略 

２ 出納局長は、前項による再説明を求められたときは、工事成績評定等審

査委員会の審議を経て書面により回答するものとする。 

３ 前項の工事成績評定等審査委員会は、別に定める内規に基づき設置する

ものとする。 

 

（評定結果等の公表） 

第 12  第８又は第９の通知、第 10 及び第 11 の請求及び回答     は、 

    工事成績評定通知実施要領 により速やかに公表するものとする。  

 

 

附 則  

この要領は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

第１～第７ 省略 

 

（評定結果の通知） 

第８ 出納局長は、評定者から評定表等の提出があったときは、速やかに、

当該工事の受注者に対して、別添「工事成績評定通知実施要領」により通

知するものとする。 

 

第９～第 10 省略 

 

（再説明請求等） 

第 11 省略 

２ 出納局長は、前項による再説明を求められたときは、工事成績評定 審

査委員会の審議を経て書面により回答するものとする。 

３ 前項の工事成績評定 審査委員会は、別に定める内規に基づき設置する

ものとする。 

 

（評定結果 の公表） 

第 12                           評定結果は、

別添「工事成績評定通知実施要領」により速やかに公表するものとする。  

 

 

     

                      

 

 

 

 

 

 

 



新 旧 

別紙－２ 

４.工事特性-Ⅰ.施工条件等への対応-Ⅱ都市部等の作業環境、社会条件等への

対応 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙－２ 

４.工事特性-Ⅰ.施工条件等への対応-Ⅱ都市部等の作業環境、社会条件等への

対応 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


